
『町総合防災訓練』を実施しました
～災害に負けない、町民と共に助け合うまちづくり～
11月3日（月）、阿見小学校および総合保健福
祉会館内において、町総合防災訓練を約500人
の参加者のもと実施しました。訓練は大規模地
震を想定し、阿見小体育館では避難所の設営訓
練、総合保健福祉会館ではボランティアセンタ
ーの設営訓練などの新しい訓練も実施しました。

主な内容
役場敷地内に仮設庁舎を設置し一部業務を実施…

所得税、町・県民税の申告手続きは正しくお早めに…

町都市計画マスタープラン策定の町民意識調査報告…

地球温暖化対策……………………

予科練平和記念館だより………
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役場敷地内に仮設庁舎を設置し
一部業務を行います！

役場庁舎の耐震化対策の実施に向けて～平成27年 1月より当面の間～

役
場
庁
舎
の
耐
震
化
対
策
に
つ

い
て
、
広
報
あ
み
9
月
号
お
知
ら

せ
版
で
概
要
を
掲
載
し
ま
し
た

が
、
今
回
は
、
そ
の
後
の
経
過
等

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

役
場
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
構

造
的
に
は
、『
西
側
4
階
建
屋
部

〔
昭
和
60
年
建
築
〕（
以
下
『
❷
新

庁
舎
』
と
い
う
）』
と
『
東
側
3
階

建
屋
部
〔
昭
和
41
年
建
築･

昭
和

61
年
改
造
〕（
以
下
『
❸
旧
庁
舎
』

と
い
う
）』
の
2
棟
に
な
っ
て
い

ま
す
。

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
、
震

度
5
強
の
大
き
な
揺
れ
だ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
幸
い
に
し
て
建

物
自
体
に
は
大
き
な
被
害
を
受
け

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
役
場
旧
庁
舎
は
建
築
基
準
法

に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
旧
基
準
（
昭

和
56
年
以
前
の
建
築
物
が
対
象
）

に
基
づ
き
建
築
さ
れ
た
も
の
で
、

国
等
で
定
め
て
い
る
基
準
に
基
づ

き
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
結
果
、

耐
震
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
こ

と
が
判
明
し
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
町
で
は

旧
庁
舎
へ
の
耐
震
化
対
策
と
し
て

役
場
敷
地
内
に
『
❶
仮
設
庁
舎
』

の
設
置
工
事
を
進
め
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。

仮
設
庁
舎
の
設
置
が
平
成
26
年

12
月
中
に
完
了
す
る
こ
と
か
ら
、

平
成
27
年
1
月
よ
り『
❸
旧
庁
舎
』

へ
の
立
ち
入
り
を
制
限
す
る
と
と

も
に
、『
❸
旧
庁
舎
』で
行
っ
て
い

た
業
務
を
『
❶
仮
設
庁
舎
』
お
よ

び
『
❷
新
庁
舎
』
に
そ
れ
ぞ
れ
配

置
移
転
し
て
実
施
し
ま
す
。

な
お
、『
❷
新
庁
舎
』
へ
の
出
入

り
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
正
面

（
東
側
）
玄
関
か
ら
は
出
入
り
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
ご
不
便
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
北
側
（
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
設
置
側
）
玄
関
か
ら
出
入

り
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、『
❶
仮
設
庁
舎
』
へ
の
出

入
り
に
つ
い
て
も
、『
❷
新
庁
舎
』

北
側
玄
関
と
向
か
い
合
わ
せ
と
な

る
と
こ
ろ
に
『
❶
仮
設
庁
舎
』
の

出
入
口
を
配
置
し
ま
す
の
で
、
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

来
庁
さ
れ
る
皆
さ
ま
に
は
、
仮

設
庁
舎
の
設
置
に
伴
う
駐
車
場
の

配
置
や
窓
口
の
配
置
移
転
な
ど

で
、
大
変
ご
不
便
ご
迷
惑
を
お
か

け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
の
ほ
ど
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

仮
設
庁
舎
に
て
一
部
業
務

を
行
い
ま
す

仮
設
庁
舎
の
設
置
に
伴
い

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す

▲❶仮設庁舎（出入口側）

▲❶北側駐車場から見た仮設庁舎

▲❸旧庁舎（写真：手前棟）と❷新庁舎（写真：奥側棟）

▲❸旧庁舎（写真：左側棟）と❷新庁舎（写真：右側棟）
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◦役場敷地内案内図

歩
道
橋

公衆トイレ

旧庁舎

新庁舎2

（耐震化対策棟）

阿見小学校

阿見中学校

出入口

出入口

出入不可

3

仮設庁舎1

茨城大学農学部
農場

バス停

駐
輪
場

※下記参照

※下図参照

町民課 税務課

収納課
会
計
課

（
指
定
金
融
機
関
窓
口
）

トイレ

情
報
政
策
課

学
校
教
育
課

指
導
室

教
育
長
室

会
議
室

町
民
活
動
推
進
課

商
工
観
光
課

管
財
課

環
境
政
策
課

出入口
出入口

２
階
へ

１
階
へ

１階２階

▼１階
国保年金課
児童福祉課
社会福祉課
農業振興課
農業委員会事務局

▼２階
町長室
秘書課
総務課
企画財政課
交通防災課
都市計画課
都市施設管理課
道路公園整備課

▼３階
議会事務局
正副議長室
議員控室

▼４階
議場

◦『❶仮設庁舎』内配置図

◦『❷新庁舎』内配置

あんしん・あんぜんのまちづくり
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しんこくそうだん

『
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
』
は
、
毎
年
1
月

1
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
1
年

間
に
生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
の
金

額
と
そ
れ
に
対
す
る
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
額
を
計
算

し
、
申
告
期
限【
平
成
27
年
3
月

16
日（
月
）】ま
で
に
確
定
申
告
書

を
提
出
し
て
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た

税
金
や
予
定
納
税
で
納
め
た
税
金

な
ど
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
手

続
き
で
す
。

ま
た
、
納
め
過
ぎ
た
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
を
還

付
申
告
と
い
い
ま
す
。

給
与
・
公
的
年
金
以
外
の
所
得

の
あ
る
人（
確
定
申
告
し
た
人
を

除
く
）、
収
入
の
な
か
っ
た
人
、

遺
族
年
金
・
障
害
年
金
・
失
業
保
険

な
ど
の
非
課
税
所
得
の
み
で
同
居

す
る
親
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な

い
人
は
住
民
税
の
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

非
課
税
証
明
書
の
発
行
や
、
国

民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
な
ど
の

算
定
の
際
に
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
申
告
期
限【
平
成
27
年

3
月
16
日（
月
）】ま
で
に
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
所
得
者
に
か
か
る
確
定
申

告
不
要
制
度
に
該
当
す
る
人
が

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
控
除
を
受
け
る
た
め
に

は
、
住
民
税
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
（
老
人
配
偶
者
・
障
害

者
・
寡
婦
な
ど
の
控
除
も
れ
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
）や
不

動
産
所
得
が
あ
る
人
は
、▽『
収

支
内
訳
書
』の
作
成
に
必
要
な

収
入
や
必
要
経
費
を
記
載
し
た

帳
簿
▽
固
定
資
産
税
の
課
税
明

細
書
な
ど

▼
給
与
所
得
・
公
的
年
金
な
ど
の

源
泉
徴
収
票（
原
本
）

▼
雑
所
得
・一
時
所
得
な
ど
の
支

払
調
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

同
一
生
計
の
親
族
に
係
る
医
療

費
が
所
得
の
5
％
以
上
（
所
得

が
2
0
0
万
円
以
上
の
場
合

に
は
10
万
円
以
上
）あ
る
人
は
、

医
療
を
受
け
た
人
ご
と
に
支
払

っ
た
医
療
費
・
保
険
金
な
ど
の

補
て
ん
金
を
記
載
す
る『
医
療

費
の
明
細
書
』を
作
成
し
添
付

▽
医
療
費
の
領
収
書
（
原
本
）

▽
お
む
つ
使
用
証
明
書
な
ど

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

同
一
生
計
の
親
族
に
係
る
健
康

保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介

護
保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

親
族
に
係
る
一
般
の
生
命
保
険

料
・
介
護
医
療
保
険
料
の
控
除

証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

配
偶
者
に
係
る
個
人
年
金
保
険

料
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
本
人
お
よ
び

同
一
生
計
の
親
族
に
係
る
地
震

保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

▼
本
人
が
支
払
っ
た
特
定
寄
付
金

な
ど
の
受
領
証
明
書

▼
障
害
者
ま
た
は
障
害
者
を
扶
養

す
る
人
は
、
▽
障
害
者
手
帳
▽

療
育
手
帳
▽
寝
た
き
り
・
認
知

症
等
の
高
齢
者
の『
障
害
者
控

除
対
象
者
認
定
書
』な
ど

▼
還
付
に
な
る
場
合
は
、
還
付
金

を
受
け
取
る
本
人
名
義
の
口
座

（
金
融
機
関・支
店
名・口
座
番
号
）

▼
認
め
印　

※
ゴ
ム
印
不
可

◦
期
間

平
成
27
年
2
月
16
日（
月
）～
3

月
16
日（
月
）（
土
・
日
を
除
く
）

※
2
月
22
日（
日
）お
よ
び
3
月

1
日（
日
）は
開
場
し
ま
す

◦
相
談
時
間

 

午
前
9
時
～
午
後
5
時
ま
で

▼
竜
ケ
崎
税
務
署

〒
3
0
1
ー

8
6
0
1
龍
ケ
崎

市
川
原
代
町
1
1
8
2
ー

5　

☎
0
2
9
7
ー

6
6
ー

1
3
0
3

（
自
動
音
声
案
内
）

▼
還
付
申
告
は
平
成
27
年
1
月
5

日（
月
）か
ら
（
土
・
日
・
祝
日
を

除
く
）
受
付
で
き
ま
す
の
で
、

混
雑
が
予
想
さ
れ
る
確
定
申
告

開
始
前
に
税
務
署
で
申
告
さ
れ

る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す

住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
の

申
告

所
得
税
の
確
定
申
告

持
参
す
る
も
の

税
務
署
で
の
確
定
申
告

町
で
は
、
住
民
税
の
申
告
書
が

手
元
に
な
い
場
合
や
住
民
税
の
申

告
書
の
書
き
方
が
わ
か
ら
な
い
場

合
に
は
、
確
定
申
告
の
記
載
要
領

で
作
成
し
た
確
定
申
告
書（
国
税

庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の『
確
定
申

告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
』な
ど
を

利
用
し
て
印
刷
し
た
申
告
書
）の

表
題
部
を『
平
成
27
年
度
住
民
税

申
告
書
』
に
訂
正
し
、
住
民
税
申

告
書
の
代
わ
り
と
し
て
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
町
の
申
告

相
談
会
場
に
持
参
ま
た
は
町
税

務
課
宛
て
に
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
町
の
申
告
相
談
会

場
で
申
告
相
談
す
る
場
合
に
は
、

申
告
書
は
役
場
で
印
刷
し
ま
す

の
で
、
事
前
に
用
意
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

所得税、町・県民税（住民税）の申告
手続きは正しくお早めに

平成26年分（平成 27 年度）

所得税、町・県民税（住民税）の申告
手続きは正しくお早めに

税務課☎888－1111（151・152・156）
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自
ら
申
告
書
の
作
成
が
困
難
な

人
を
対
象
に
、
住
民
税
お
よ
び
所

得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
）

に
つ
い
て
の
申
告
相
談
、
申
告
書

の
作
成
お
よ
び
収
受
を
役
場
本
庁

舎
3
階
の
3
0
1
会
議
室
で
行

い
ま
す
。

▼
申
告
相
談
の
期
間
中
は
、
確
定

申
告
書
・
住
民
税
申
告
書
な
ど

の
配
付
お
よ
び
収
受
受
付
な
ど

に
つ
い
て
も
す
べ
て
、
仮
設
庁

舎
内
の
税
務
課
窓
口
で
は
な

く
、
本
庁
舎
3
階
の
申
告
相
談

会
場
で
行
い
ま
す

▼
役
場
敷
地
内
に
仮
設
庁
舎
を
設

置
し
た
こ
と
に
伴
な
い
駐
車
場

ス
ペ
ー
ス
が
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。来
庁
者
の
皆
さ
ま
に
は
、

ご
不
便
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す

次
の
申
告
に
つ
き
ま
し
て
は
、

竜
ケ
崎
税
務
署
ま
た
は
国
税
局
の

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
で
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
青
色
申
告
・
過
去
の
年
分
の
確

定
申
告
・
修
正
申
告
・
更
正
の
請

求
な
ど

▼
事
業
（
営
業
）
所
得
（
新
た
に

事
業
を
開
始
し
た
年
分
お
よ
び

震
災
に
よ
る
事
業
用
資
産
・
棚

卸
資
産
な
ど
の
被
害
）、
利
子

所
得
、
配
当
所
得
、
給
与
所
得

（
特
定
支
出
控
除
）、
先
物
取
引

に
係
る
雑
所
得
等
、山
林
所
得
、

総
合
課
税
の
譲
渡
所
得
（
ゴ
ル

フ
会
員
権
・
貴
金
属
な
ど
）、
分

離
課
税
の
譲
渡
所
得
（
土
地
・

建
物
・
株
式
な
ど
）

▼
変
動
所
得
・
臨
時
所
得
の
平
均

課
税

▼
雑
損
控
除
（
災
害
・
盗
難
に
よ

る
損
害
な
ど
）

▼
居
住
の
用
に
供
し
た
年
分
の
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
特
定

増
改
築
等
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
、
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控

除
、
住
宅
特
定
改
修
特
別
税
額

控
除
、
認
定
長
期
優
良
住
宅
新

築
等
特
別
税
額
控
除

▼
災
害
減
免
額
、
外
国
税
額
控
除

な
ど

▼
国
外
に
居
住
し
て
い
る
親
族
の

扶
養
控
除
な
ど

確
定
申
告
期
間
中
、
税
務
署
や

役
場
の
申
告
相
談
窓
口
・
駐
車
場

は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
利

用
し
て
自
宅
で
確
定
申
告
書
・
収
支

内
訳
書
・
医
療
費
の
明
細
書
な
ど
の

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
申
告
書
の
作
成

が
で
き
ま
す
。
申
告
書
な
ど
の
提
出

は
、
印
刷
し
た
も
の
を
竜
ケ
崎
税
務

署
に
郵
送
、
役
場
の
申
告
相
談
窓
口

で
収
受
、
ま
た
は
e
ー

T
a
x
（
電

子
申
告
）
が
ご
利
用
で
き
ま
す
。

確
定
申
告
に
関
す
る
電
話
に
よ

る
ご
相
談
に
つ
い
て
は
、
国
税
局

の
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
☎
0
2
9
7
ー

6
6

ー

1
3
0
3（
自
動
音
声
案
内
）

しんこくそうだん

◦申告相談会　　会場：役場 3階 301 会議室

区　分 期　間 時　間 対　象

所得税確定（還付）申
告・住民税申告の相談
および受付

※事業所得（営業・農業）・
不動産所得のある人、確定
申告により所得税が納税と
なる人の相談はできません

平成 27 年 2 月 6 日
（金）～ 13日（金）
（土・日・祝日を除く）

※初日は混雑が予想
されます

▼受付開始時間
午前 7時に役場北口玄関を開
錠しますので、3階の申告相
談会場入口に設置してある受
付番号簿に氏名を記入してお
待ちください。
番号札を配布は 8時 30 分か
らとなります。
▼相談時間
午前８時 45 分から受付番号
順に申告相談を開始します。
▼受付終了時間
午後3時30分まで受付します。
※日曜申告の日は午前 11 時
まで受付します
※混雑状況によって早めに受
付を終了する場合があります

▽給与所得者で年末調整をしていない人
▽給与所得・年金所得者で医療費控除・
社会保険料控除・生命保険料控除・扶
養控除などの追加により所得税が還
付になる人
▽収入のなかった人
▽非課税所得のみの人
▽他の市区町村に居住する人の扶養
になっている人

所得税確定申告・住民
税申告の相談および
受付

※消費税および地方消費税
の確定申告、相続税・贈与税
の申告の相談はできません
※そのほかにも役場で相
談できない申告があります

平成 27年 2月 16日
（月）～ 3月 16日（月）
（土・日を除く）

※日曜申告を行います
2 月 22 日（日）およ

び 3月 1日（日）の午前
中のみ実施

▽上記の対象者および確定申告により
所得税が納税となる人（青い受付番号
簿に氏名を記入してお待ちください）
▽事業所得（営業・農業）や不動産所
得などがある人（赤い受付番号簿に
氏名を記入してお待ちください）
※提出書類や所得額・控除額を計算
するために必要な書類がそろってい
ない場合は、受付できません

国
税
局
の
電
話
相
談
セ

ン
タ
ー

役
場
で
相
談
で
き
な
い

申
告

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

確
定
申
告

◀
竜
ケ
崎
税
務
署
ま
で
の
案
内
図

役
場
で
の
申
告
相
談
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B

C D
今
後
の
重
要
度

現在の満足度 現在の満足度

高

低

高低

A
改善の優先度が高い主な項目改善の優先度が高い主な項目

町の整備に満足している
主な項目

町の整備に満足している
主な項目

歩行者などへの
安全対策（町全体）

避難場所・施設災害時の
情報伝達機能の強化

【市街地】利便性向上のための整備

【市街地】生活環境向上のための整備
公共交通(町全体)

自然環境の保全（霞・河）

【集落地】生活環境向上のための整備

身近な生活道路

上水道下水道

商業施設（アクセスや種類）

医療施設

スポーツ・レクリエーション施設

あみまるくんの充実

コミュニティバスの実現

自転車ネットワークの整備

【集落地】定住人口維持のための住宅地整備

自然的景観の保全・活用

歴史的景観の保全・活用

【市街地】
民間による住宅地整備

身近な買い物環境の整備

公園・広場 【市街地】工業団地

眺望景観の保全・活用

大規模な商業環境

全項目の平均値

全項目の平均値

町では、都市整備の基本的な方針である「阿見町都市計画マスタープラン」を平成 27 年度の策定に向けて作業を進
めています。阿見町を取り巻く課題を踏まえたプランを策定するにあたり、町民の皆さまに、まちづくり全般に関して
「町民意識調査（アンケート）」を実施しましたので、結果をお知らせします。
町民意識調査に回答いただいた皆さまには調査へご協力いただき誠にありがとうございました。この結果はプラン
策定の基礎資料として活用させていただきます。

『都市計画マスタープラン』とは
都市計画マスタープランとは、まちづくりの具体的な将来像を確立し、さまざまな都市整備の課題を踏まえた土地
利用の総合的な方針、市街地の整備方針、道路・公園・下水道などの都市施設の整備方針など、計画的なまちづくりの
基本方針を示すものです。

身近な生活環境と町全体の都市整備に対する『現在の満足度』と『今後の重要度』
町民意識調査では、お住まいの生活環境と町全体の都市整備に関する 48項目について「現在の満足度」と「今後の
重要度（積極的に進めてほしい施策）」の 2つの指標を設けて、5段階評価により回答をしていただきました。下図の
分布領域A～Dの考え方とおもな項目の結果は、下記のとおりです。

A
町民の満足度が低く、重要度が高い項目です。
町民のニーズに対し、町の取り組みとして
十分でない項目であり、今後、重点的に取り
組むべき課題です。 B

町民の満足度・重要度が高い項目です。
町の取り組みとして、町民のニーズをある
程度捉えることができており、引続き取り組
むべき項目です。

C
町民の満足度・重要度が低い項目です。
町民のニーズは高くはありませんが、町と
して今後の取り組み方に改善が必要な項目
です。 D

町民の満足度が高く、重要度が低い項目です。
これまでの町の取り組みにより、町民のニー
ズは充足されており、維持に努めるべき項目
です。

都市計画課☎888ー1111（232）

町民意識調査がまとまりました
阿見町都市計画マスタープラン策定のための
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かいてきですみよいまちづくり

調査の概要
▼調査地域：阿見町
▼調査対象：町内に居住する 18歳以上の男女
▼対象者数：2,000 人
▼抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出
▼調査方法：郵送による配布および回収
▼調査期間：9 月 11日～ 9月 26日

▼回収率：42.8％（856 票）
▼調査結果の詳細について：紙面の都合上、調査の集計
結果の一部を抜粋して紹介しています。調査結果の
詳細は、平成 27 年 4 月以降に調査結果報告書とし
て町ホームページ等で閲覧できるよう準備を進めて
います。

町民意識調査のおもな質問と回答

選択肢 割合(％) 票数

広域幹線道路の整備・公共交通
の充実 28.7 241

商業の振興 15.6 131

新しい市街地の整備 9.2 77

観光の振興 8.7 73

農業の振興 8.2 69

住宅地の整備 7.8 65

その他 6.8 57

文化の振興 5.6 47

工業の振興 5.1 43

無回答 4.3 36

合計 100.0 839

交通に関わる施策の充実が望まれていることがわかり
ます。また 6ページの分布図のＡ欄には「歩行者などへ
の安全対策」や「公共交通」、Ｃ欄には「あみまるくんの
充実」が分布しています。
町では公共交通全般について課題があり、その安全性
の確保や利便性向上のための施策を検討していきます。

商業に関しては、6ページの分布図のＢ欄に「身近な
買い物環境の整備」などが分布しており、日常生活で住
みやすいと実感できるまちづくりのための土地利用計画
を検討していきます。

選択肢 割合(％) 票数

生活環境の向上を図るうえである程度の
開発は必要 49.4 417

今のままでよい 13.9 117

貴重な財産としての自然環境を守るため保
全に重点を置く 12.2 103

特別な事情がない限り保全に重点を置く 12.0 101

地域の発展のため開発に重点を置く 8.9 75

無回答 3.0 25

その他 0.6 5

合計 100.0 843

■質問：『今後、阿見町のまちづくりでもっとも力を入れて欲しい施策は何ですか？』

■質問：『開発と自然環境の保全について、何に重点を置いたらよいですか？』

■質問：『②どのような保全がよいですか？』

開発に重点を置くと回答した人に聞きました。
質問：『①どのような開発がよいですか？』

自然環境の保全に重点を置くと回答した人に
聞きました。
質問：『②どのような保全がよいですか？』

■質問：『①どのような開発がよいですか？』

開発に重点を置くと回答した人のうち、27.1％（132 票）が「人々が集まるにぎわいと魅力ある商業地の開発」、ま
た 21.6%（105 票）が「住宅地と商業・業務地の一体的な開発」と回答しており、全体の 5割弱が商業を含めた開発を
希望していることがわかります。また 6ページの分布図Ａ欄には「生活環境向上のための整備」「利便性向上のための
整備」が分布していることからも、町都市計画マスタープランでは町の現状と今後の発展を見据えて、生活するうえ
での利便性の高いまちづくりを検討していきます。

自然環境の保全に重点を置くと回答した人のうち、35.5％（72票）が「霞ヶ浦や筑波山とその周辺の自然的資源の
景観保全」、また 32.5％（66票）が「田園、農地などの自然的資源の保全」と回答しています。また 6ページの分布
図ではＡやＤの欄に自然環境に関する項目が分布しています。霞ヶ浦と筑波山を望む緑豊かな自然環境は阿見町の財
産です。開発により暮らしが便利になる一方で、これらの自然環境を保全できるように、町都市計画マスタープラン
では開発と自然環境保全のバランスを考慮した土地利用のゾーニングが適切に示せるよう検討していきます。

※アンケート票数の合計は、有効回答票のみを記載して
います。

※アンケート票数の合計は、有効回答票のみ
を記載しています。



広報あみ 1月号通常版　2014.12.19　8

皆
さ
ま
に
納
め
て
い
た
だ
く

税
金
は
、
安
心
・
安
全
な
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う

え
で
、
と
て
も
大
切
な
財
源
で

す
。町

で
は
、
期
限
を
守
り
納
税

し
て
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
と
の

公
平
性
を
保
つ
と
と
も
に
、
税

収
を
確
保
す
る
た
め
、
滞
納
者

に
対
し
滞
納
処
分
（
差
押
）
を

厳
正
に
行
っ
て
い
ま
す
。

納
期
限
を
過
ぎ
て
も
町
税
を

納
め
て
い
な
い
人
は
、
早
急
に

納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

■
自
主
納
付
の
原
則

町
税
な
ど
の
納
付
は
、
自
主
納

付
が
基
本
で
す
。自
主
納
付
と
は
、

納
税
者
の
皆
さ
ま
が
定
め
ら
れ
た

納
期
限
ま
で
に
自
主
的
に
納
税
す

る
こ
と
で
す
。

納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場

合
は
督
促
状
や
催
告
書
な
ど
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
再
三
の

催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
付
し
て

い
た
だ
け
な
い
場
合
は
、
納
期
限

内
に
納
付
い
た
だ
い
た
人
と
の
公

平
性
を
保
つ
た
め
、
財
産
（
預
貯

金
・
給
与
・
生
命
保
険
・
不
動
産
な

ど
）
を
調
査
し
、
差
押
に
よ
る
滞

納
処
分
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
場
合
は

納
税
相
談
を
！

税
金
を
納
期
限
ま
で
に
支
払
わ

ず
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
と
、

督
促
手
数
料
・
延
滞
金
が
か
か
っ

て
し
ま
い
、
滞
納
処
分
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

病
気
や
失
業
、
事
業
の
経
営
不

振
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
納

期
限
内
に
納
付
で
き
な
い
、
一
度

に
納
付
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い

う
場
合
は
、
納
付
方
法
や
納
付
計

画
に
つ
い
て
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
の
で
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
な
い

で
、
収
納
課
へ
相
談
に
お
い
で
く

だ
さ
い
。

■
茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構

差
押
な
ど
の
滞
納
処
分
を
受
け

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
主
納
付

が
な
く
放
置
し
た
場
合
は
、
誠
実

性
の
な
い
滞
納
者
と
し
て
、
茨
城

租
税
債
権
管
理
機
構
に
徴
収
権
を

移
管
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

茨
城
租
税
債
権
管
理
機
構
は
、

県
内
市
町
村
で
構
成
さ
れ
、
県
が

支
援
す
る
一
部
事
務
組
合
で
す
。

市
町
村
か
ら
滞
納
事
案
を
受
け
、

財
産
差
押
や
差
押
不
動
産
の
公
売

な
ど
の
強
制
換
価
を
行
う
、
租
税

債
権
回
収
業
務
の
専
門
機
関
で
す
。

阿
見
町
で
は
、
毎
年
約
20
件
の

事
案
を
移
管
し
て
い
ま
す
。

■滞納処分の流れ

　財産の差押を
　　　実施しています！

まもります！　ぜいのこうへい

許さない！町税・国保税滞納。守ります！税の公平

不動産・預金等差押

325 件
（平成25年度実績）

収納課☎888ー1111（147・148）

平成 25年度
件　数 換価額（円）

不動産 47 1,064,100
預貯金 215 22,703,535
所得税還付金 7 452,501
給料 23 5,639,193
年金 10 4,261,952
生命保険 20 5,909,654
その他 3 542,983

合　計 325 40,573,918

■滞納処分執行状況



9　人と自然が織りなす，輝くまち

じぶんでまもる　じぶんのけんこう

感染症から
体を守りましょう

冬に流行する
おもな感染症

インフルエンザ RSウイルス

流行時期 例年 12月～ 3月頃 10月～ 2月頃

症状
かぜ症状（のどの痛み・鼻水・咳）のほかに、
38°C 以上の発熱・頭痛・関節痛や筋肉痛など

かぜ症状（鼻水・発熱など）
※ 1歳以下の子どもが感染すると重症化し、肺
炎を起こすことがあります

おもな予防策

❶適度な湿度の保つ
❷十分な休養とバランスのとれた栄養摂取で免疫力を高める
❸手すりや子どもが触るおもちゃなどの消毒
❹マスクの着用
❺外出後のうがい
❻アルコール製剤による手指消毒
❼外出後の手洗い

冬場は空気が冷たく乾燥し、感染症の発生が多い時期です。予防に努めて、感染症にかからない・感染症を
広げないように気をつけましょう。具合が悪いと思ったら、外出を控えて早めに医療機関を受診しましょう。

手洗いのポイント
▼指の間・付け根・親指をしっかりと洗いましょう
▼爪先・手首も忘れずに洗いましょう
▼手洗いは２回繰り返しましょう

乾燥する冬の時期は予防に努めましょう

感染症から
体を守りましょう

健康づくり課保健予防係（総合保健福祉会館内）☎888ー2940

冬は感染症に要注意

小さなお子さんがい
る家庭では、子どもに
感染させないよう、大
人の人が感染予防に気
をつけましょう！

県では、風しんの流行と赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するために、風しん抗体検査の費用を助成し
ています。風しん抗体検査をすることで、風しん予防ワクチンの接種が必要な状態かどうかが分かります。

茨城県　風しん抗体検査事業のお知らせ

■検査対象者
以下の要件をすべて満たす人
❶県内に居住し、妊娠を希望する、または妊娠する可能性の高い女性のうち、平成 2年 4月 1日以前に生
まれた人

❷過去に風しん抗体検査（妊婦健康診査を含む）を受けたことのない人
❸風しん既往歴（検査確定診断に限る）がない人
❹風しん予防ワクチンの接種歴がない人
■実施期間
平成 26年 5月 1日から平成 27年 3月 31日まで　※予算の範囲内での実施になります
■検査場所
県の指定する医療機関（県の保健予防課ホームページに掲載）。町内医療機関では、印南クリニック・しのつ
か医院・滝沢医院・なるしま内科医院・東京医科大学茨城医療センターが指定されています。
■検査費用
無料（検査場所へ直接申し込みしてください）
■問い合せ先
茨城県保健予防課☎029－301－3219
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国保医療費の状況を

お知らせします

国保医療費の状況を

お知らせします

みんなでささえ愛…こくほ

国保税　納めて安心　わが家の健康

▼グラフ 1：町国保の医療費総額の推移

※医療費総額は、3月～翌年 2月診療分の合計です

▼グラフ 2：町国保の主要疾病分類別受診件数・医療費割合
（平成 26年 5月中受診分）

国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎888 ー 1111（131 ～
133）

■
私
た
ち
の
医
療
費
が
ど
の

く
ら
い
か
ご
存
じ
で
す
か

町
国
保
の
医
療
費
総
額
は
、
平

成
25
年
度
で
は
42
億
8
5
0
万
円

と
な
り
、
こ
の
5
年
間
で
11
・
5
％

の
伸
び
を
示
し
て
い
ま
す
（
グ
ラ

フ
１
）。

こ
の
間
の
国
保
被
保
険
者
数
は
、

減
少
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

全
体
の
医
療
費
は
増
加
し
て
お
り
、

一
人
当
た
り
の
医
療
費
は
年
々
高

く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

年
代
別
の
医
療
費
の
伸
び
率
は
、

5
年
間
で
▼
0
～
19
歳
：
51・
5
％

増
▼
20
～
59
歳
：
3・
6
％
増
▼
60

歳
以
上
：22・6
％
増
ー
で
す
。

今
後
も
、
高
齢
化
の
進
展
や
高

度
医
療
技
術
の
発
展
な
ど
に
よ

り
、
総
医
療
費
の
伸
び
は
続
く
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
医
療
費
の
主
な
内
訳

平
成
25
年
度
の
一
人
当
た
り
の

医
療
費
は
、
▼
一
般
：
21
万

1
9
0
7
円
▼
退
職
者
医
療
：

28
万
7
1
6
1
円
ー
で
す
。

疾
病
分
類
別
（
グ
ラ
フ
2
）
で

は
、
新
生
物
・
消
化
器
系
疾
患
・

循
環
器
系
疾
患
な
ど
の
医
療
費

が
多
く
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。

特
に
、
糖
尿
病
・
高
血
圧
な
ど

の
慢
性
疾
患
は
治
療
が
長
引
く
た

め
、
医
療
費
が
増
え
る
要
因
と
な

っ
て
い
ま
す
。

■
年
に
1
回
は
健
診
を
受

け
ま
し
ょ
う

町
国
保
で
は
、特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
を
実
施
し
、
生
活

習
慣
病
の
予
防
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド

ッ
ク
の
受
診
費
用
の
助
成
も
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
活
用
し

て
、
生
活
習
慣
病
の
予
防
・
改
善

や
、
疾
病
の
早
期
発
見
・
早
期
治

療
に
努
め
、
一
人
ひ
と
り
の
医
療

費
の
増
加
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
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国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
ま

た
は
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
保
険
料
を
年
金
か
ら
お
支

払
い
（
天
引
き
）
さ
れ
て
い
る
人

は
、『
年
金
か
ら
の
天
引
き
に
よ

る
納
付
』
か
ら
『
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
』
へ
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希

望
さ
れ
る
人
は
、
国
保
年
金
課

の
窓
口
で
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

※
お
支
払
い
い
た
だ
く
保
険
税

（
料
）の
総
額
は
、
変
わ
り
ま

せ
ん

●
口
座
振
替
の
登
録
を
さ
れ
て
い

な
い
人
：『
保
険
証
』『
振
替
口

座
の
預
金
通
帳
』『
通
帳
の
届

出
印
』
を
ご
持
参
の
う
え
、
国

保
年
金
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い

●
す
で
に
口
座
振
替
の
登
録
を

さ
れ
て
い
る
人
：『
保
険
証
』『
印

鑑
』
を
ご
持
参
の
う
え
、
国
保

年
金
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ

さ
い

※
手
続
き
を
す
る
時
期
に
よ
り
、

口
座
振
替
へ
変
更
で
き
る
月
は

異
な
り
ま
す

手
続
き
方
法

平
成
26
年
中
に
納
付
さ
れ
た

『
国
民
健
康
保
険
税
』・『
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
』・『
介
護
保
険
料
』

の
納
付
額
証
明
書
を
、
役
場
か
ら

平
成
27
年
2
月
初
旬
ま
で
に
送
付

し
ま
す
。

納
付
額
証
明
書
は
、
平
成
26
年

分
の
確
定
申
告
ま
た
は
町
・
県
民

税
申
告
の
際
に
、
社
会
保
険
料
控

除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
で
す
。

こ
の
納
付
額
証
明
書
は
、『
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振

替
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
み
を
記
載
し
て
い
ま
す
。

『
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引

▼国民健康保険▼後期高齢者医療制度
保険税（料）を年金からお支払い（天引き）されている人へ

『年金からの天引きによる納付』から
『口座振替による納付』へ変更できます

国保年金課☎888ー1111（131 〜 135）

●
振
替
口
座
に
つ
い
て
：
納
税
義

務
者
ご
本
人
以
外
の
口
座
も
可

能
で
す

●
社
会
保
険
料
控
除
に
つ
い
て
：

口
座
振
替
へ
変
更
し
た
場
合
、

所
得
税
や
町
・
県
民
税
の
社
会

保
険
料
控
除
は
、
口
座
名
義
人

に
適
用
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
年

金
か
ら
の
天
引
き
の
場
合
は
、

年
金
受
給
者
ご
本
人
に
適
用
さ

れ
ま
す

●
口
座
振
替
へ
の
変
更
後
に
振
替

不
能
と
な
っ
た
場
合
：
年
金
か

ら
の
お
支
払
い
に
変
更
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

保
険
税（
料
）
の
納
付
額

証
明
書
の
送
付
に
つ
い
て

遺族年金・障害年金など非課税とな
る年金を受給している人や無収入
の人も所得申告が必要です

国保税は、加入者の前年中（1～ 12
月）の所得などから計算されます。世
帯主（納税義務者）を含む加入者全員の
所得の合計が一定の基準以下の場合は、
保険税を軽減する制度がありますが、
この軽減制度の適用を受けるには世帯
全員の申告が必要です。
遺族年金・障害年金・失業保険などの
非課税所得のみの人や収入がなかった
人も含め、所得申告をしていない人が
いる場合は軽減が適用できませんので、
税法上町内在住者の扶養に入っていな
い場合は、必ず所得の申告をお願いし
ます。
また、所得申告をしていないと高額
療養費の支給額が少なくなったり、支
給を受けられない場合があります。
後期高齢者医療制度においても同様
に、後期高齢者医療保険料の算定や高
額療養費の支給額などの判定のため、
被保険者本人および同じ世帯の人の所
得申告が必要です。

き
に
よ
る
納
付
）』
で
納
付
さ
れ

た
分
の
納
付
額
証
明
は
、
年
金
支

払
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収

票
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
障
害
年
金
・
遺
族
年
金

か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る
分

は
、
年
金
支
払
者
か
ら
源
泉
徴
収

票
が
送
付
さ
れ
な
い
た
め
、
納
付

額
証
明
が
必
要
な
人
は
各
担
当
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
☎
8
8
8

ー

1
1
1
1
▼
国
民
健
康
保
険

税
：
国
保
年
金
課
国
保
係

（
1
3
1
）▼
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
：
国
保
年
金
課
後
期
高

齢
医
療
福
祉
係（
1
3
4
）▼

介
護
保
険
料
：
社
会
福
祉
課
介

護
保
険
係（
1
6
5
）

みんなでささえ愛…こくほ

ご
留
意
い
た
だ
き
た
い

こ
と
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よ
り
、
納
め
忘
れ
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
す

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
全
額
免
除
・
4
分
の
3
免
除
・

半
額
免
除
・
4
分
の
1
免
除
の
ほ

か
に
次
の
猶
予
制
度
が
申
請
で
き

ま
す
。
詳
細
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
：
本
人
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶

予
さ
れ
る
制
度
で
す
。
対
象
と

な
る
学
生
は
学
校
教
育
法
に
規

定
す
る
大
学
（
大
学
院
）、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専

門
学
校
、
専
修
学
校
お
よ
び
各

種
学
校
（
修
業
年
限
1
年
以
上

で
あ
る
課
程
）、
一
部
の
海
外

大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る

人
で
す

▼
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
：
学
生

で
な
い
30
歳
未
満
の
人
で
、
本

人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
に
、
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

る
制
度
で
す

▼
定
額
保
険
料
：
月
額

1
5
2
5
0
円（
平
成
26
年
度
）

▼
付
加
保
険
料
：
月
額
4
0
0
円

※
付
加
保
険
料
と
は
、
将
来
よ
り

多
く
の
年
金
受
給
を
希
望
す
る

人
が
定
額
保
険
料
に
上
乗
せ
し

て
納
付
す
る
保
険
料
で
、

2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納
付

済
月
数
ー
で
計
算
さ
れ
た
金

額
が
、
老
齢
基
礎
年
金
に
加
算

さ
れ
ま
す

▼
現
金
で
納
付
す
る
：
日
本
年
金

機
構
か
ら
送
付
さ
れ
た
納
付
書

を
金
融
機
関
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
・
M
M
K
端
末
設
置

店
な
ど
で
納
付
で
き
ま
す

※
M
M
K
端
末
と
は
、
㈱
し
ん
き

ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
が
運
営
す
る

公
共
料
金
収
納
用
端
末
で
す

▼
口
座
振
替
で
納
付
す
る
：
金
融

機
関
の
窓
口
ま
た
は
年
金
事
務

所
で
申
し
込
み
で
き
ま
す
。
納

め
忘
れ
も
な
く
、
確
実
で
し
か

も
便
利
で
す

※
口
座
振
替
手
続
き
に
必
要
な
も

の
：
▼
年
金
手
帳
ま
た
は
納
付

書
等
基
礎
年
金
番
号
の
わ
か
る

も
の
▼
通
帳
▼
金
融
機
関
届
出

の
印
鑑

※
口
座
振
替
に
は
次
の
よ
う
な
特

典
が
あ
り
ま
す
▼
当
月
分
を
そ

の
月
に
引
き
落
と
し
に
す
る

と
、
1
か
月
あ
た
り
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
（
当
月
末
振
替

に
よ
る
早
割
）▼
前
納
（
1
年
分

前
納・6
か
月
分
前
納
）す
る
と
、

保
険
料
が
割
引
に
な
り
ま
す

平
成
26
年
4
月
末
の
口
座
振

替
分
よ
り
『
2
年
前
納
（
口
座
振

替
）』が
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
申
込
期
限

は
毎
年
2
月
末
ま
で
で
す
。
2

年
前
納
に
は
次
の
よ
う
な
メ
リ

ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。

▼
2
年
間
で
1
万
4
千
円
程
度
の

割
引
と
な
り
ま
す

▼
2
年
前
納
分
の
全
額
が
そ
の
年

の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す

▼
口
座
振
替
を
利
用
す
る
こ
と
に

日
本
国
内
に
住
所
が
あ
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
は
、

必
ず
国
民
年
金
に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

左
表
に
該
当
す
る
と
き
に
は
忘
れ
ず
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
会
社
員
・
公
務
員
の
人
は
、
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入
す
る

こ
と
で
自
動
的
に
国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
新
た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
額

保
険
料
の
納
付
方
法

保
険
料
の
2
年
前
納（
口
座

振
替
）が
始
ま
り
ま
し
た

●こんなときは届出を

項　目 種　別 届出先
20 歳になった
（厚生年金・共済組
合者を除く）

学生・自営業・自由業など 第 1号被保険者 国保年金課
会社員などに扶養されてい
る配偶者

第 3号被保険者 配偶者の勤務先

会社員・公務員になった 第 2号被保険者 勤務先
会社員などと結婚し、扶養されるようになった 第 3号被保険者 配偶者の勤務先
会社などを退職した、転職して自営業になった 第 1号被保険者 国保年金課
扶養されている配偶者と離婚・死別した 第 1号被保険者 国保年金課

国
金民
年

みんなでささえ愛…ねんきん

詳
し
く
は
、
国
保
年
金
課
ま
た
は

土
浦
年
金
事
務
所
（
☎
8
2
4
ー

7
1
2
1
）

保
険
料
の
猶
予
・
免
除
制
度
等

国保年金課国民年金係☎888ー1111（136・137）
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みなさん、こんにちは。
冬が到来し、寒さもいよいよ本格的になってまいりました。
今回は、小学校や専用施設・児童館などを利用して実施して
いる『放課後児童クラブ』をご紹介します。

放課後児童クラブについての問い合わせ：児童館☎888ー1111（167）

阿見小学校区放課後児童クラブ
（学校区児童館）

戸外では、一輪車・サッカー・大縄
跳び・固定遊具等の遊びや、隣接して
いる児童公園で花・木の実・昆虫等に
接し、豊かな自然環境で遊んでいま
す。室内で将棋・お店屋さんごっこ等
の遊びや、あやとり・折り紙・ミサンガ・
毛糸編みなどにも取り組んでいます。

本郷小学校区放課後児童クラブ
（二区児童館）

異学年同志のふれ合いを通し、室内
では伝承遊びやボードゲーム等で楽し
んでいます。図書室には本が豊富に揃
い、また、将棋遊びを通して高齢者の
人と交流が図れます。児童館のホール
で行う卓球やバランスボールが子ども
達に人気となっています。

実穀小学校区放課後児童クラブ
（実穀小学校の空き教室）
屋外ではサッカー・バトミントン・固

定遊具等の遊びを楽しみながら、友達
とのかかわりあいを深め、遊びの輪を
広げています。また、室内ではブロッ
クでアニメのキャラクター作りや空き
容器等を利用した工作を行い、個性豊
かな作品を作ったりしています。

舟島小学校区放課後児童クラブ
（舟島小学校専用施設）
室内で空き容器や不用品等で個性
豊かな工作をし、楽しんでいます。
子ども達が夢中になっている遊びは、
けん玉・ホッケー等で、競い合い、ま
た協力しながら交友関係を育んでい
ます。戸外ではサッカー・鬼ごっこ等
で体を動かして遊んでいます。

第二小学校区放課後児童クラブ
（第二小学校の空き教室）
屋外ではサッカーや鬼ごっこ等、
室内ではブロックやままごと等をし
て遊んでいます。また、卓球大会や
ミニ運動会・クリスマス発表会といっ
た季節にそった行事等を取り入れ、
異学年が協力して楽しめるような工
夫をしています。

吉原小学校区放課後児童クラブ
（吉原小学校理科室）

少人数ながらアットホームな雰囲気
が特徴です。戸外では異学年でサッカ
ー・縄跳び等、互いに教え合いながら
楽しんでいます。また室内では、マン
カラ・将棋で競い合ったり、紙粘土や
毛糸等で季節にそった工作をし、創造
性豊かな作品を作ったりしています。

君原小学校区放課後児童クラブ
（君原小学校図工室）

室内では、カードゲーム・工作等、
創意工夫しながら、異学年の児童が家
庭的な雰囲気の中で楽しく過ごしてい
ます。また、戸外や体育館では、遊具・
サッカー・鬼ごっこ・ドッジボール・バ
トミントン等で、よく体を動かして楽
しく遊んでいます。

第一小学校区放課後児童クラブ
（第一小学校専用施設）
運動場では、ドッジボール・固定遊

具遊び等をし、雨天時は体育館でバト
ミントン・ボール遊び等で過ごします。
クラブ室では、工作等の室内遊びをし
ています。1年生から 6年生まで全員
参加のドッジボール大会やリレー大会
は、大変盛り上がります。

こそだてをおうえん

放課後児童クラブとは、「小学校に就学している児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象
としています。各クラブでは児童の健全育成を目的とし、年間計画にそって誕生会・お楽しみ会・避難訓練などを行い、
放課後児童指導員のもと異学年の児童と関わり合いながら、家庭的機能の補完として「生活の場」を提供し、放課後の
児童の健全育成を図っています。長期休業日等の一日保育では、子ども達が楽しく外遊びや室内行事などを存分に楽
しめるようイベントを企画し実施しています。写真は、夏休み期間に行われたイベントの様子の一部です。
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▼
床
材
の
変
更
：
浴
室
な
ど
の
滑

り
に
く
い
床
材
へ
の
変
更
・
車

い
す
で
の
移
動
を
円
滑
に
す
る

床
材
へ
の
変
更

▼
引
き
戸
な
ど
へ
の
扉
の
取
り
替

え
：
扉
全
体
の
取
り
換
え
の
ほ

か
、
扉
の
撤
去
、
ド
ア
ノ
ブ
の

変
更
、
戸
車
の
設
置
な
ど

▼
洋
式
便
器
な
ど
へ
の
取
り
替

え
：
和
式
便
器
か
ら
洋
式
便
器

へ
の
取
り
替
え
、
お
よ
び
そ
の

際
の
洗
浄
機
能
付
き
便
座
の
設

置
（
便
器
の
取
り
替
え
に
伴
う

場
合
に
限
る
）

▼
そ
の
ほ
か
前
記
の
各
工
事
に
付

帯
し
て
必
要
な
工
事

※
利
用
限
度
額
は
20
万
円
で
す
。

1
割
が
自
己
負
担
の
た
め
、
支

給
額
の
上
限
は
18
万
円
で
す

※
原
則
利
用
限
度
額
は
20
万
円
で

す
が
、引
っ
越
し
た
場
合
や
「
介

護
の
必
要
の
程
度
」
の
段
階
が

大
き
く
上
が
っ
た
と
き
に
は
、

再
度
の
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
す

介
護

保
険

ご利用ください！　介護保険

福祉用具貸与・購入、
住宅改修をご紹介します

■
福
祉
用
具
貸
与

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
福
祉
用
具
を
貸
与

し
ま
す
。
貸
し
出
し
費
用
の
1
割

が
自
己
負
担
で
す
。
福
祉
用
具
の

種
類
や
貸
し
出
し
事
業
所
に
よ
っ

て
、
料
金
が
異
な
り
ま
す
。
利
用

の
際
に
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

な
ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
と
な
る
福
祉
用
具
（
13
種

類
）：
▼
車
い
す
▼
車
い
す
付

属
品
（
電
動
補
助
装
置
な
ど
）

▼
特
殊
寝
台
▼
特
殊
寝
台
付
属

品
（
サ
イ
ド
レ
ー
ル
な
ど
）▼

床
ず
れ
防
止
用
具
▼
体
位
変
換

器
▼
手
す
り
（
工
事
を
伴
わ
な

い
も
の
）
▼
ス
ロ
ー
プ
（
工
事

を
伴
わ
な
い
も
の
）▼
歩
行
器

▼
歩
行
補
助
つ
え
▼
認
知
症
老

人
徘
徊か

い

感
知
機
器
▼
移
動
用
リ

フ
ト（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
）

▼
自
動
排
泄せ

つ

処
理
装
置

■
特
定
福
祉
用
具
購
入
（
特

定
介
護
予
防
福
祉
用
具

購
入
）

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
が
自

宅
で
使
用
す
る
特
定
福
祉
用
具

（
貸
与
で
き
な
い
福
祉
用
具
や
消

耗
品
で
次
記
に
該
当
す
る
も
の
）

を
指
定
さ
れ
た
業
者
か
ら
購
入
し

た
場
合
に
、
か
か
っ
た
費
用
の
9

割
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。
こ
の
サ

ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
は
、
い

っ
た
ん
全
額
を
自
費
で
支
払
い
、

社
会
福
祉
課
介
護
保
険
係
窓
口
に

申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
購

入
前
に
、
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な

ど
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
特
定
福
祉
用
具

（
5
種
類
）：
▼
腰
掛
け
便
座

介
護
保
険
で
は
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
日
常
生
活
上
の
不
便
を
解

消
し
、
自
宅
で
の
生
活
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
自
宅
で
使
用
す
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車
い
す
・
腰
掛
け
便
座
な
ど
の
福
祉
用
具
の
貸
与
お
よ
び
購
入
費
の
一
部

支
給
や
小
規
模
な
住
宅
改
修
（
手
す
り
の
取
り
付
け
な
ど
）
の
工
事
費
用

の
一
部
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
上
手
に
利
用
し
て
、
自
宅
で
の
快
適
な
生

活
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

▼
自
動
排
泄
処
理
装
置
の
交
換

可
能
部
品
▼
入
浴
補
助
用
具
▼

簡
易
浴
槽
▼
移
動
用
リ
フ
ト
の

つ
り
具
の
部
分

※
利
用
限
度
額
は
同
年
度
（
4
月

1
日
～
翌
年
3
月
31
日
）
で
10

万
円
で
す
。
1
割
が
自
己
負
担

の
た
め
、
支
給
額
の
上
限
は

9
万
円
で
す

※
原
則
と
し
て
、
同
一
年
度
内
に

同
じ
種
目
の
福
祉
用
具
を
2
回

以
上
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん

■
住
宅
改
修

要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
の
転

倒
防
止
や
段
差
解
消
な
ど
の
た
め

の
住
宅
改
修
工
事
に
か
か
っ
た
費

用
の
9
割
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に

は
、
工
事
前
の
事
前
申
請
を
社
会

福
祉
課
介
護
保
険
係
窓
口
に
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
工
事
前

に
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
工
事

▼
手
す
り
の
取
り
付
け
：
居
室
や

廊
下
な
ど
へ
の
転
倒
防
止
用
の

手
す
り
の
取
り
付
け

▼
段
差
の
解
消
：
玄
関
や
掃
き
出

し
窓
へ
の
ス
ロ
ー
プ
の
取
り
付

け
・
居
室
と
廊
下
の
段
差
の
解

消
・
床
の
か
さ
上
げ

みんなでささえ愛…かいごほけん

社会福祉課介護保険係☎888ー1111（164・165）
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阿見町の地域貢献・
 社会貢献活動団体

町民活動センター　☎888ー2051　／　町民活動推進課　☎888ー1111（272）

NPOほうじん・ボランティアだんたい

『町民活動センター』は、町民の皆さんの社会貢献活動、いわゆる『市民活動』を支援しながら、市民活動団
体と個人のボランティアをつなぐお手伝いをしています。市民活動団体の自主的な運営をサポートするほか、
市民活動団体・企業・行政等の異なる特徴を持つ各主体が連携しやすい環境をつくり、協働によるまちづくりを
推進しています。

私たちは、地域の農地や山林の荒廃状態を憂いており、町と茨城大
学との地域連携を契機に、平成 18年 1月に結成しました。
地域の環境・農業の関係 7団体と町民や学生の有志がネットワークを
結び、さまざまな問題・課題に取り組みながら『農の元気な地域づくり』
を目指しています。『阿見町』という地域にこだわり、町の農業最盛期
の歴史や谷津田・山林・里山の環境、地産地消・学校給食の活動、町の	
自然・生物環境や霞ヶ浦水質問題、原発放射能問題について、勉強会・
報告会・視察会・講演会の開催や支援を行っています。
また、結成当初から毎年 11月に『地産地消・自作直売・地域交流』をモットーにした『あみ・大好き青空市』
を開催しています。私たちはこのような活動が、今後町の『農の元気な地域づくり』、そして町の田園都市構
想の実現に向かうよう願っています。このような活動にご興味のある人のご入会をお待ちしています。

「あみ自然再生ネットワーク」

問 合 せ　『あみ自然再生ネットワーク』　萩島　☎090－3404－1395

■活動報告コーナー

●『さわやかフェア 2014』に市民活動団体が参加しました！
10 月 26 日(日 )に開催された『さわやかフェア 2014』に、市民活動

を行なっている下記の 9団体が会場内の町民活動センターのブースに
出展し、日ごろの活動内容をPRしました。
他のブースでは、NPO法人『茨城県・犬猫共存推進会』も協力してい
る阿見町動物愛護協会による子猫譲渡会、知的障害者スポーツの『スペ
シャルオリンピックス日本・茨城設立準備委員会』によるバザーの展示
も行われました。

▲▼さわやかフェア 2014 出店の様子

▲あみ・大好き青空市の様子

●参加団体（出展内容）
▶和田工房（ハロウィン工作）▶ PC学習会（Skype 体験）▶愛犬
家サークル犬愛（ウッドバーニング）▶おもちゃ病院（手作りおも
ちゃ）▶茨城県立医療大学（日本健康福祉政策学会 PR）▶ NPO
法人マリッジクラブ（事業 PR）▶ NPO法人アニマルセラピー協
会（事業PR）▶楽しい陶芸（作品展示）▶フラワーサークル（フラ
ワーアレンジメント指導）
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再生可能エネルギーの普及促進　省エネの取り組み

地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策地球温暖化対策
環境政策課☎888ー1111（116）

▲茨城エコ事業所のマーク

「阿見町地球温暖化対策実行計画」と「茨城エコ事業所」
全ての町施設において、平成 14年度から『町地球温暖化対策実行計画』に基づき温

室効果ガスの排出削減に取り組んでいます。
電気・重油・都市ガス・ガソリンなどの使用量からCO2の排出量を算出し、基準年度

と目標年度の比較により削減目標の達成を目指すものです。
第 2期実行計画は、基準年度（平成 12年度）と目標年度（平成 24年度）の比較で

削減目標は△ 8％でした。現在、実行計画は第３期となっており、基準年度（平成 24
年度）と目標年度（平成 30年度）の比較で削減目標を△ 5％として取り組んでいます。
また、役場庁舎は平成 25年度に茨城エコ事業所の登録を行い、節水・紙の使用量削

減など、省資源化や省エネに努め、一層のエコオフィス活動に取り組んでいます。

▼全ての町施設の実績（第 2期実行計画）
項　目 平成 12年度 平成 24年度 削減率

温室効果ガス総排出量 4,813 t－CO2 3,404 t－CO2 △ 29％

町施設の屋根貸しによる太陽光発電事業開始
町施設の屋根に太陽光発電施設を設置して、再生可能エネル
ギーの導入促進と環境教育や非常時の電源確保などに活用する
「屋根貸し」事業による発電が始まりました。
貸与した施設は、役場の車庫・舟島小学校・阿見第一小学校・
朝日中学校・竹来中学校の 5つで、発電能力は合計 208.3 ｋｗ、
年間発電量は約 22万 kw時です。この電力量は、一般家庭約
60世帯分の消費電力に相当します。
発電事業者は固定価格買取制度により売電収入を得て、町に
使用料と固定資産税を支払います。町ではこれらの収入を今後
の地球温暖化対策に活用していきます。 ▲太陽光パネルが敷かれた役場車庫の屋根

温室効果ガスの排出抑制に向け、町内では平成 21年 6月から 12事業所
16店舗が参加してレジ袋の無料提供を廃止しています。
平成 25年度は、この取組により約 307万枚のレジ袋を削減し、推定 142
トンのCO2排出量を削減できたことになります。
町内のレジ袋辞退率は、現在、85％程度で推移しています。これからも、
皆さまのご協力をお願いします。

レジ袋削減運動　～お買い物はマイバッグを持参しましょう～

▲マイバックのマスコット

地球温暖化防止のためには、省エネルギー対策によるCO2の排出削減が重要です。日常生活や経済活動に
支障のない範囲で、冬の省エネキャンペーンへのご協力をお願いします。
▼取組の例
ウォームビズ・・・暖かい服装を心がける。暖房温度を 20℃を目安に設定する
ウォームシェア・・皆で一つの部屋に集まる。家庭の暖房を止めて街に出かけ、図書館等の暖かいところに集まる

冬の省エネキャンペーン　～平成 27年 3月 31日（火）まで～
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よかれんへいわきねんかんだより

予科練平和記念館だより
予科練平和記念館ホームページ：http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

予科練平和記念館　☎891ー3344　業務時間：月曜日を除く午前 9 時〜午後 5 時

◎学芸員のつぶやき
『秋の日は釣

つる べ

瓶落とし』と言われますが、「もう耐えられない」とへばる夏の暑さが去り、「涼しくなったね」
と思ううちに新年を迎えてしまうような、年の後半は釣

つるべ

瓶落としのように時が過ぎ去るものなのでしょうか。
今年起きたさまざまな出来事にくよくよしないうち、さあ新たな心で生きましょう、という神様仏様の配慮
かもしれません。
とうとうと流れる時の大河に身を委ね、予科練平和記念館も大きな、大きな海を目指してまいります。

■『ハローミュージアム』開催
茨城県立近代美術館の学芸員が、DVDの映像や解説、インタビューやクイズを

交え、楽しいアートな時間を届けてくれます。美術館に行きたくても行けない皆さ
んにも、美術のすてき！が伝わります。
▼期日：平成 27年 1月 17日（土）　▼場所：予科練平和記念館ラウンジ
▼参加料：無料（定員なし）
※イベント開催時間・内容等の詳細については、後日ホームページ等でご案内し
ます

■特別企画展『桜花～人間爆弾～』開催中
『桜花』とは、太平洋戦争中に日本海軍によって開発され
た特攻兵器です。その特攻部隊は、県の旧百里原基地にお
いて編成されました。部隊名は『神雷（じんらい）部隊』。昭
和 20年、沖縄への上陸作戦中だった連合軍艦船へ特攻出撃
した隊員達とその戦いの記録をご覧ください。
▼期日：平成 27年 3月 1日（日）まで
▼時間：午前 9時～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで）
※月曜日休館。月曜日が祝日の場合は、翌火曜日が休館
となります

▼場所：予科練平和記念館 20世紀ホール
▼観覧料：常設展チケットでご覧いただけます

▲『桜花』の写真

■『寒中祭』開催
お子さんはもちろん、ご家族で楽しめるゲームや撮影会を予定し

ています。ミニトレインも走りますよ！
▼期日：平成 27年 1月 24日（土）
▼時間：午前 10時～午後 4時
▼場所：予科練平和記念館ラウンジ（エントランス前）
▼参加料：無料　※町内の小中学生を含め、小学生以下は、館内見
学も無料です

▼その他：事前予約不要。内容の詳細については、後日ホームペー
ジ等でご案内します ▲『寒中祭』の様子



おしらせ

お
知
ら
せ

お
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ら
せ

Information
Information

■
小
学
校
新
入
学
児
童
へ
の

『
入
学
祝
い
品
』
の
贈
呈

社
会
福
祉
法
人
県
母
子
寡
婦
福
祉
連

合
会
か
ら
、ひ
と
り
親
家
庭（
母
子
家
庭・

父
子
家
庭
）
の
お
子
さ
ん
に
、
入
学
祝

い
品
（
学
用
品
）
を
差
し
上
げ
ま
す
。

▼
対
象	

平
成
27
年
度
に
小
学
校

へ
入
学
す
る
児
童
の
い
る
ひ
と

り
親
家
庭
で
、
祝
い
品
を
希
望

す
る
保
護
者

▼
申
込
期
間	

平
成
27
年
1
月
30
日

（
金
）ま
で
※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

▼
申
込
方
法	

児
童
福
祉
課
に
電
話

ま
た
は
直
接
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

▼
児
童
福
祉
課
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
7
7
）

▼
㈳
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
0
2
9
ー

2
2
1
ー

7
5
0
5

■
2
0
1
5
年
農
林
業
セ
ン

サ
ス
が
実
施
さ
れ
ま
す

農
林
水
産
省
で
は
、
平
成
27
年
2

月
1
日
現
在
で
、『
2
0
1
5
年
農

林
業
セ
ン
サ
ス
』
を
実
施
し
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
我
が
国
の
農
林
業
・

農
山
村
地
域
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る

最
も
基
本
的
な
調
査
で
す
。
平
成
27
年

1
月
上
旬
か
ら
調
査
員
が
農
林
業
関
係

者
の
人
た
ち
を
訪
問
し
て
、
調
査
票
に

農
林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
は
、
統
計
以
外
の
目
的

に
は
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ	
情
報
政
策
課
統
計
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
9
7
）

音
楽
で
元
気
に
す
る
ま
ち
づ
く
り
事
業

■『
新は

る春
の
訪お

と
な

い
～
邦
楽
の

調
べ
～
』
開
催
（
無
料
）

▼
期
日	

平
成
27
年
1
月
25
日（
日
）

▼
時
間	

午
後
1
時
30
分
開
演

▼
入
場
料	

無
料

▼
場
所	

君
原
公
民
館

▼
出
演
団
体	

坂
本
房
之（
尺
八
）・

福
田
の
太
鼓
・
あ
が
つ
ま
筝
曲
会
・

信
和
会
・
天
翔
如
人
・
翠
峯
会（
裏

千
家
茶
道
同
好
会　

※
先
着
30
人

に
お
茶
を
振
る
舞
い
ま
す
）

▼
問
合
せ	

君
原
公
民
館
☎
8
8
9

ー

1
3
6
3

■
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
参
加
者
募
集

▼
期
日	

平
成
27
年
1
月
10
日（
土
）

▼
時
間	

午
前
9
時
30
分
～
正
午

▼
場
所	

中
央
公
民
館

▼
内
容	

ふ
れ
あ
い
地
区
館
主
催
の

ウ
オ
ー
キ
ン
グ
に
参
加
し
、
中
央

公
民
館
周
辺
を
歩
き
ま
す

▼
対
象	

町
国
際
交
流
協
会
会
員
ま

た
は
町
内
在
住
者（
小
学
生
以
上
）

▼
募
集
人
数	

30
人（
定
員
で
締
切
）

▼
参
加
料	

無
料

▼
申
込
期
間	

平
成
27
年
1
月
7
日

（
水
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
で
左
記
に
申
し

込
む

▼
そ
の
他	

▼
雨
天
中
止
▼
飲
み
物

は
各
自
持
参
▼
参
加
賞
あ
り

▼
問
合
せ	

町
国
際
交
流
協
会
事
務

局
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1（
2
9
2
）

※
火
～
金
曜
日
の
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時

■
障
害
福
祉
課
か
ら

●
第
5
回
『
こ
こ
ろ
の
健
康
出
前
講

座
』
参
加
者
募
集
（
無
料
）

▼
期
日	

平
成
27
年
1
月
10
日（
土
）

▼
時
間	

午
後
3
時
～
4
時
30
分

▼
場
所	
総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』

▼
内
容	
う
つ
病
の
予
防

▼
申
込
方
法	
事
前
申
込
不
要
（
当

日
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
）

●
『
身
体
障
害
者
健
康
診
査
』
実
施

（
無
料
）

▼
期
日	

❶
平
成
27
年
2
月
6
日

（
金
）❷
12
日（
木
）

▼
時
間	

午
後
2
時
受
付

▼
場
所	

㈶
霞
ヶ
浦
成
人
病
研
究
事

業
団
健
診
セ
ン
タ
ー

▼
対
象	

町
内
在
住
で
、
常
時
車
い

す
を
使
用
し
て
い
る
在
宅
の
身
体

障
害
者
（
下
肢
お
よ
び
体
幹
機
能

障
害
）
の
人　

※
医
療
機
関
で
1

年
以
内
に
同
様
の
検
査
を
受
け
た

人
、
施
設
入
所
者
、
町
の
健
康
診

査
受
診
者
を
除
く

▼
申
込
期
間	

平
成
27
年
1
月
19
日

（
月
）ま
で　

※
土
・
日
・
祝
日
お
よ

び
年
末
年
始
を
除
く

▼
申
込
方
法	

身
体
障
害
者
手
帳
・

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
直
接
左
記

に
申
し
込
む

●
問
合
せ	

障
害
福
祉
課
（
総
合
保

健
福
祉
会
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
9
4
3

ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
ス
ポ
ー
ツ
教
室

■
『
少
年
少
女
陸
上
競
技
教
室

（
長
距
離
）』参
加
者
募
集（
無
料
）

▼
期
日	

平
成
27
年
1
月
24
日（
土
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所	

総
合
運
動
公
園
陸
上
競
技
場

▼
講
師	

君
原
健
二
氏

▼
対
象	

町
内
在
住
も
し
く
は
在
学

の
中
学
生

▼
募
集
人
数	

1
0
0
人

▼
申
込
期
間	

平
成
27
年
1
月
6
日

（
火
）
～
16
日（
金
））　

※
受
付
時

間
：
1
月
12
日（
月
）・
13
日（
火
）

を
除
く
午
前
9
時
～
午
後
5
時

▼
申
込
方
法	

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
（
住

所
・
氏
名
・
性
別
・
学
校
名
・
学
年
・

電
話
番
号
・
所
属
ク
ラ
ブ〔
部
活
や

団
体
等
〕
を
明
記
）
ま
た
は
直
接

左
記
に
申
し
込
む　

※
詳
細
は
、
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町
生
涯
学
習
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

ご
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

▼
そ
の
他	

▼
荒
天
時
は
町
民
体
育

館
で
実
施
（
体
育
館
用
シ
ュ
ー
ズ

持
参
）
▼
運
動
で
き
る
服
装
（
ジ

ャ
ー
ジ
等
）
で
お
越
し
く
だ
さ
い

●
問
合
せ	

生
涯
学
習
課
社
会
体
育

係（
中
央
公
民
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
5
2
6
ＦＡＸ
8
8
8
ー

0
0
3
2

■
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会
開
催

▼
対
象　

健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

町
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
人
（
入

会
承
認
制
）

▼
期
日 

平
成
27
年
1
月
20
日（
火
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所	

（
公
社
）
町
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
（
総
合
保
健
福
祉
会

館『
さ
わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』別
館
）

▼
問
合
せ	

（
公
社
）
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
☎
8
8
8
ー

2
0
3
6

陸
上
自
衛
隊
霞
ヶ
浦
飛
行
場
か
ら

■
『
夜
間
飛
行
訓
練
』

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
3
・
4
機
に
よ
る

標
記
訓
練
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時	

平
成
27
年
1
月
20
日（
火
）

～
22
日（
木
）、
1
月
27
日（
火
）～

29
日（
木
）
日
没
か
ら
約
3
時
間

以
内
（
各
機
2
時
間
基
準
）

▼
問
合
せ	

陸
上
自
衛
隊
航
空
学
校

霞
ヶ
浦
校
総
務
課
☎
8
4
2
ー

1
2
1
1
（
3
4
2
0
）
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〈広告欄〉

おしらせ

●『2014年まちづくり探検隊』
夏休みを利用してグループや家族で町内を探検した小
学生たちから、多くの力作が寄せられました。（敬称略／
努力賞はチーム名のみ記載）

町長賞
▼『大好き君原！伝統のある行事がいっぱい』
チーム名：キノピオ軍団（君原）：瀬尾龍斗・
浅野悠輝・鹿内陸

教育長賞
▼『阿見町の樹木はどのくらい変わったか？』
チーム名：ディスカバリー（阿見）：山田怜奈

文化財保
護審議会
会長賞

▼『阿見町の店調査探検隊』
チーム名：マリオズ（本郷）：山崎レオ・
山崎シュナ・若林琉那

努力賞

▼チーム名：▼みんな仲良し探検隊▼ハッピー
四人組探検隊▼チーム実穀▼いちご▼ドリ
ームキャットⅡ▼フラワーキャット▼
Seven　Heart ▼夏休み探検隊２▼チーム
まつもと▼いきものたんけんたい▼小悪魔
マテリアル▼流れ星▼モンブランランチー
ム▼平和がいいね。▼メカクシ団▼ハッピー
スマイルチーム▼阿見町を知り隊。▼阿見探
検ガールズ▼阿見キッズスターズ▼ It's　
boys6 ▼ TEAM　KATO▼阿見町調査人

●『第9回下村千秋記念賞　町読書感想文・感想画コンクール』
町出身の作家『下村千秋』の業績をたたえ、町内小中
学生を対象として、標記コンクールを実施しました。	
（敬称略）

部　門 最優秀賞（学校名） 優秀賞（学校名）

読
書
感
想
文

小学校低学年 足立結唯（本郷） 長南璃久（本郷）
髙久優斗（第二）

小学校中学年 平野ミチル（阿見）関口颯太（阿見）川又萌永（第一）

小学校高学年 齋藤瑠夏（実穀） 宮本玲奈（阿見）
倉田和波（本郷）

中学校 野中郁実（朝日） 佐藤祐里（阿見）
藤田冴紀（竹来）

読
書
感
想
画

小学校低学年 横山広樹（第二） 岡﨑陽音（阿見）
石塚悠我（本郷）

小学校中学年 安藤桃花（舟島） 松本心美（本郷）
沈　美優（舟島）

小学校高学年 浅野誠吾（阿見） 飯野峻太朗（吉原）
松澤遼香（本郷）

中学校 長沼　航（竹来） 渡曾　翔（阿見）
小山内歩（竹来）

●問合せ 生涯学習課（中央公民館内）☎888ー2526

■コンクール審査結果
11 月 26日、中央公民館において平成 26年度の第 9回下村千秋記念賞町読書感想文・感想画、まちづくり探検隊の
表彰式が行われました。受賞者は下記のとおりです。

▲まちづくり探検隊受賞者の皆さん ▲読書感想文受賞者の皆さん ▲読書感想画受賞者の皆さん

■
『
消
防
出
初
式
』
に
伴
い
、

サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
ま
す

消
防
出
初
式
の
開
催
に
伴
い
、
左

記
の
と
お
り
消
防
車
の
サ
イ
レ
ン
を

鳴
ら
し
ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
日
時 

平
成
27
年
1
月
10
日（
土
）

午
前
8
時
か
ら

▼
場
所 

阿
見
中
学
校
校
庭

▼
サ
イ
レ
ン 

演
習
信
号
（
15
秒
鳴

ら
す
・
6
秒
休
む
・
15
秒
鳴
ら
す
）

▼
問
合
せ	

▼
消
防
本
部
☎
8
8
7

ー

0
1
1
9

■
町
ミ
ッ
ク
ス
テ
ニ
ス
大
会

参
加
者
募
集

▼
期
日	

平
成
27
年
2
月
15
日（
日
）

▼
場
所 

総
合
運
動
公
園
他

▼
募
集
人
数	

48
組（
定
員
で
締
切
）

▼
参
加
料	

1
組
3
0
0
0
円

▼
申
込
期
間	

平
成
27
年
1
月
30
日

（
金
）ま
で　

※
平
成
27
年
1
月
16

日（
金
）ま
で
は
町
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
者
の
み
受
付
。
一
般
は
17
日

（
土
）か
ら
受
付

▼
申
込
方
法	

E
メ
ー
ル
ま
た
は
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
で
左
記
に
申
し
込
む

▼
E
メ
ー
ル
：m

ansei99@
jcom

.
h
om
e.n
e.jp

▼
ＦＡＸ
8
8
8
ー

1
0
5
5
（
午
前
9
時
～
午
後
9

時
。
時
間
厳
守
）

▼
問
合
せ	

町
体
育
協
会
テ
ニ
ス
部

代
表
倉
持
☎
8
4
1
ー

6
8
7
8

▼
大
会
用
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

http://w
w
w
.geocities.jp/

am
itennis2005/



広報あみ　通巻 646 号　発行／阿見町　編集／秘書課　〒 300ー0392　茨城県稲敷郡阿見町中央一丁目 1番１号　☎ 029ー888ー1111	 20

役場開庁時間（土・日・祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30分～午後 5時 15分
※日曜開庁あり（『広報あみ』お知らせ版参照）

人権相談／行政相談　日時：2 月 5日（木）午前 10時
～午後3時／場所：総合保健福祉会館2階大会議室
問い合わせ　総務課☎888ー1111（215）
子育て相談　電話・来所相談：月～金曜日午前 9時～
午後 4時／場所：中郷保育所内／訪問相談：随時受付
問い合わせ　地域子育て支援センター☎891ー2772
教育相談　日時：火～金曜日午前 9時～午後 3時／
場所：図書館となり
問い合わせ　教育相談センター☎888ー1225
心配ごと相談　日時：水曜日午後 1時～ 4時／弁護士
相談：月 1回午後 1時～ 3時 30 分（毎週水曜日の心
配ごと相談で要予約）／場所：総合保健福祉会館相談室
問い合わせ　町社会福祉協議会☎887ー0084
高齢者総合相談　日時：月～金曜日午前 8時 30分～
午後 5時 15分／場所：町社会福祉協議会内
問い合わせ　町地域包括支援センター☎887ー8124
消費者相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午、午後
1時～ 4時／場所：役場 1階町消費生活センタ－
問い合わせ　町消費生活センタ－☎888ー1871
交通事故相談　日時：月～金曜日午前 9時～正午、午
後 1時～ 4時 45 分／弁護士相談：水曜日午後 1時～
4時［要予約］／場所：県土浦合同庁舎
問い合わせ　県南地方交通事故相談所☎823ー1123

●定例相談●

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12月は第 3）金曜日発行です。
下記公共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1階正面玄関・ロビー、役場 2階秘書課、
うずら出張所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、
中央・かすみ・君原の各公民館、本郷・舟島の各ふれあい
センター、予科練平和記念館、町民活動センター

▼その他の施設：阿見・中央一・阿見原・青宿・実穀・君原の
各郵便局、常陽銀行阿見・荒川沖東の各支店、筑波銀行
阿見・荒川本郷の各支店、水戸信用金庫阿見支店、茨城
県信用組合阿見支店

●人口と世帯●

1 月の納税等
町・県民税（4期）
国民健康保険税（7期）
後期高齢者医療保険料（7期）

納期限 2月 2日（月）

2 月の納税等
固定資産税（4期）
国民健康保険税（8期）
後期高齢者医療保険料（8期）
介護保険料（6期）
納期限 3月 2日（月）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります

●総人口　48,059 人 ( ＋ 25）
●男　性　23,851 人 ( ＋ 10）
●女　性　24,208 人 ( ＋ 15）
●世帯数　18,936 世帯 ( ＋ 30）

▽ 12月 1日現在
▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽情報政策課調べ

消防署調べ
出場件数 156件（1749）

※救急車の適正な利用を
お願いします

急　　病
交通事故
一般負傷
そ の 他
合　　計

救急車出動状況　11月（年累計）
106件（1111)
16 件（ 217)
22 件（ 258)
12 件（ 163)
156 件（1749)

『県道バイパス開通』
12 月 2日には、県道竜ヶ崎阿見線バイパスの開通式があり、
関係市町を代表して出席させていただきました。
今回、吉原地内から牛久市久野町地内までの 1170 ｍが結
ばれたことにより、あみプレミアムアウトレットから牛久大
仏までの距離が大幅に短縮されましたので、買い物や観光の
お客さんの呼び水になれば、と思っております。

『まちのニュース・町長日記』

この供用開始によりまして、町内の県道竜ヶ崎阿見線バイパ
スは全線が開通したことになります。地権者の皆さまのご協
力に感謝するとともに、県関係者のご尽力に厚く御礼申し上
げます。
バイパスなどの主要道路の整備には、県との連携が大変重要で

す。これからも、県とのパイプを強く持ちながら、笑顔のあふ
れるまちづくりに全力で取り組んでまいります。

阿見町長　天田富司男


